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思
能
力
等
が
衰
え
た
者
を
保

護
・
支
援
す
る
法
定
制
度
が
成

権
を
持
つ
親
は
、
法
定
代
理
人

と
し
て
、
子
（
未
成
年
者
）
の

年
後
見
制
度
で
あ
り
、
対
象
者
の
心
身

の
程
度
・
実
態
に
応
じ
て
「
後
見
」

「
保
佐
」「
補
助
」
の
３
類
型
が
あ
り
ま

す
。
後
見
で
は
「
精
神
上
の
障
害
に
よ

り
事
理
を
弁
識
す
る
能
力
に
欠
け
る
常

況
の
者
」
を
対
象
者
と
し
て
お
り
、
そ

の
法
定
代
理
人
が
成
年
後
見
人
で
す
。

成
年
後
見
人
に
は
、
家
庭
裁
判
所
に
よ

っ
て
、
対
象
者
本
人
（
以
下
、
被
後
見

人
）
に
関
す
る
包
括
的
な
代
理
権
・
取

消
権
が
付
与
さ
れ
て
い
ま
す
。

財
産
を
管
理
す
る
管
理
権
と
、
財
産
に

関
係
す
る
法
律
行
為
の
代
理
権
を
保
有

し
て
い
ま
す
（
民
法
８
２
４
条
）。

　

一
方
で
、
親
権
者
と
子
の
利
益
が
相

反
す
る
行
為
に
つ
い
て
は
、
子
の
利
益

を
守
る
た
め
特
別
代
理
人
の
選
任
が
求

め
ら
れ
ま
す
（
民
法
８
２
６
条
）。
未

成
年
者
で
あ
る
子
は
行
為
能
力
を
持
た

な
い
が
ゆ
え
に
不
利
益
を
被
る
可
能
性

が
強
い
た
め
、
よ
り
積
極
的
に
権
利
を

保
護
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の

意

親

成
年
後
見
人
が
書
類
を
記
入

　

高
齢
化
が
ま
す
ま
す
進
む
中
、
相
続

時
に
、
相
続
人
の
意
思
能
力
が
衰
え
て

い
る
こ
と
も
珍
し
く
あ
り
ま
せ
ん
。
こ

の
た
め
、
相
続
人
の
成
年
後
見
人
が
遺

産
分
割
協
議
に
参
加
す
る
こ
と
や
、
相

続
預
金
の
払
戻
し
を
成
年
後
見
人
が
行

う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　

相
続
人
の
成
年
後
見
人
か
ら
相
続
預

金
の
払
戻
依
頼
を
受
け
た
場
合
は
、
必

要
十
分
に
事
実
関
係
を
確
認
し
た
う
え

で
応
じ
ま
す
。

が
法
の
趣
旨
と
な
り
ま
す
。

　

相
続
人
に
未
成
年
者
で
あ
る
子
と
そ

の
親
権
者
が
含
ま
れ
る
場
合
、
相
続
時

の
遺
産
分
割
協
議
は
、
典
型
的
な
利
益

相
反
行
為
に
該
当
し
ま
す
。
こ
の
よ
う

な
場
合
、
親
権
者
ま
た
は
利
害
関
係
人

が
子
の
住
所
地
を
管
轄
す
る
家
庭
裁
判

所
に
特
別
代
理
人
の
選
任
を
申
し
立
て

る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
家
庭
裁
判
所
の

審
判
後
に
は
、
申
立
人
に
審
判
書
が
送

付
さ
れ
ま
す
。

　

申
立
時
に
必
要
な
書
類
に
は
、
特
別

代
理
人
候
補
者
の
住
民
票
ま
た
は
戸
籍

　

具
体
的
に
は
、
預
金
者
（
被
相
続

人
）
の
死
亡
の
事
実
や
相
続
人
の
範

囲
、
被
後
見
人
が
自
店
の
預
金
を
相
続

す
る
こ
と
を
必
要
書
類
に
よ
り
確
認
し

ま
す
。
ま
た
、
後
見
に
関
す
る
登
記
事

項
証
明
書
等
の
提
示
を
求
め
、
相
続
人

で
あ
る
被
後
見
人
の
後
見
開
始
事
実
を

確
認
し
ま
す
。
同
時
に
、
相
続
預
金
の

払
戻
依
頼
を
し
て
き
た
成
年
後
見
人
の

本
人
確
認
書
類
の
提
示
を
受
け
て
、
成

年
後
見
人
本
人
で
あ
る
こ
と
を
見
ま

す
。

　

加
え
て
、
金
融
機
関
所
定
の
「
成
年

後
見
制
度
に
関
す
る
届
出
書
」
の
記

入
・
提
出
を
依
頼
し
ま
す
。
相
続
届
が

必
要
な
場
合
は
、
被
後
見
人
の
代
わ
り

に
成
年
後
見
人
に
記
入
・
署
名
捺
印
を

求
め
ま
す
。

確
認
書
類
の
提
示
を
求
め
て
特
別
代
理

人
の
本
人
確
認
を
行
い
ま
す
。
そ
し

て
、
特
別
代
理
人
お
よ
び
未
成
年
者
の

子
以
外
の
相
続
人
が
署
名
捺
印
し
た
遺

産
分
割
協
議
書
の
提
示
を
求
め
て
、
相

続
届
の
払
戻
依
頼
内
容
と
遺
産
分
割
協

議
書
の
記
載
内
容
を
突
合
し
ま
す
。

　

審
判
書
に
は
、
申
立
人
が
申
請
し
た

遺
産
分
割
協
議
書
案
も
添
付
さ
れ
て
い

ま
す
の
で
、
念
の
た
め
遺
産
分
割
協
議

書
案
と
遺
産
分
割
協
議
書
の
内
容
も
突

合
し
ま
す
。

　

手
続
き
に
相
応
の
時
間
を
要
す
る
た

め
、
あ
ら
か
じ
め
特
別
代
理
人
に
そ
の

旨
を
伝
え
て
了
承
を
取
り
、
ロ
ー
カ
ウ

ン
タ
ー
や
応
接
ス
ペ
ー
ス
な
ど
に
案
内

し
て
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
に
も
配
慮
す
る

と
よ
い
で
し
ょ
う
。

附
表
の
ほ
か
、
遺
産
分
割
協
議
書
案
や

契
約
書
案
も
含
ま
れ
ま
す
。
審
判
は
、

そ
れ
ら
の
内
容
を
踏
ま
え
て
行
わ
れ
ま

す
。
言
い
換
え
れ
ば
、
特
別
代
理
人
が

行
え
る
代
理
行
為
は
、
遺
産
分
割
協
議

書
案
を
含
め
、
あ
ら
か
じ
め
裁
判
所
に

提
出
さ
れ
た
範
囲
内
に
限
ら
れ
ま
す
。

協
議
書
案
と
協
議
書
を
突
合

　

特
別
代
理
人
に
よ
る
相
続
預
金
払
戻

依
頼
を
受
け
付
け
た
場
合
は
、
特
別
代

理
人
か
ら
審
判
書
の
提
示
を
受
け
て
選

任
事
実
を
確
認
す
る
と
と
も
に
、
本
人

PART3◆ケースで学ぶ払戻依頼への対応

● POINT● ● POINT●

　ここでは、相続人以外から相続預金の払戻依頼を受
けたケースを挙げ、適切な対応方法を紹介します。

相続人以外からの相続預金
払戻依頼にはこう対応しよう

ケース
１

相
続
人
の
成
年
後
見
人
か
ら
依
頼
さ
れ
た

未
成
年
者
の
特
別
代
理
人
か
ら
相
続
預
金
の
払
戻
し
を
依
頼
さ
れ
た

ケース
２

•	登記事項証明書等で、相
続人に後見が開始された
事実を確認する

•	成年後見制度の届出書の
ほか、必要に応じ相続届
を記入・提出してもらう

•	審判書で選任事実を確認
し、特別代理人の本人確
認書類で本人確認を行う

•	相続届の払戻依頼内容と
遺産分割協議書の記載内
容を突合する

私
は
山
本
浩
二
と
い
い
ま
す

先
日
亡
く
な
ら
れ
た
佐
藤
太
郎
さ
ん
の

相
続
人
で
あ
る
佐
藤
花
子
さ
ん
の

成
年
後
見
人
を
し
て
い
る
者
で
す

ご
用
件
は

何
で
し
ょ
う
か

花
子
さ
ん
に
代
わ
っ
て

太
郎
さ
ん
の

預
金
を
払
戻
し
に
き
ま
し
た

書
類
を
用
意
し
た
の
で

手
続
き
を
お
願
い
し
ま
すそ

れ
は
…

私
は
中
島
里
香
と
申
し
ま
す

先
日
亡
く
な
ら
れ
た
田
中
和
男
さ
ん
の

相
続
人
の
代
理
で

参
り
ま
し
た

和
男
さ
ん
の
預
金
を
相
続
さ
れ
る
の
は

長
男
の
和
幸
さ
ん
で
す
が

ま
だ
未
成
年
で
す
の
で

私
が
特
別
代
理
人
を
務
め
ま
す

承
知
し
ま
し
た

書
類
は
用
意
し
て
あ
り
ま
す

預
金
の
払
戻
し
を
お
願
い
し
ま
す

え
え
と
…


